
共通事項

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 年産・分類・等級は、その都度示す。

（２） 納品後１ヶ月以内は、虫発生等不具合が

　　 生じた場合は、速やかに交換処置すること

 (３） 国産

（１） 日清・日本製粉同等品

（２） 薄力粉

（３） 純白なもの

（４） 内容量については、その都度示す。

（１） 風味良好なもの

（２） 生についてはその都度示す。

生 麺 及 び 茹 で 麺 （１） 良質の小麦粉、そば粉を使用したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 茹 で う ど ん ） （２） 茹でそばについては、良質なそば粉を

（ 茹 で そ ば ） 　　 ４０％以上使用したもの　

（ 支 那 う ど ん ） （３） 当日製造したもの　　　　

（ ラ ー メ ン ） （４） 内容量については、その都度示す。

（茹でちゃんぽん）

（１） 小折れがなく水に浸して弾力のあるもの

（２） 味付きの場合は、その都度示す。

　　良質の強力粉を使用し、食品衛生法で許可さ

　れた色素を使用したもの

即 席 麺

（即席ラーメン）

（ 即 席 う ど ん ）

（ 即 席 そ ば ）

揚 げ 麺

1ー　８
ｋｇ

又は個
　　品種・内容量については、その都度示す。

１ー　７ 麩 ｋｇ

１ー　６ ビ ー フ ン

１ー　４ パ ン 粉 ｋｇ
１ｋｇ袋又は
２ｋｇ袋入り

ｋｇ

１ー　５
容器は清潔な物で

覆いをする。
ｋｇ

又は個

１０ｋｇ袋
又は１ｋｇ袋

同　　　　　　上ｋｇ１－　２

１　穀　類

ｋｇ１－　３ 小 麦 粉

（１）　乾燥良好で異味・異臭及びカビ等を認めないこと。

（２）　雑穀・異物等の混入がないこと。

１－　１ 精　　米 ｋｇ
１０ｋｇ袋

又は７ｋｇ袋

-  １  -

もち米



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 納入時24時間以内に製造したもの、又は

　　 賞味期限が３日以上あるもの

（２） 焼色･外被の厚さ及び肌さわりが良く全体

　　 に弾力性があり形の整ったもの

（３） 内容量については、その都度示す。

１－１０ 菓 子 パ ン 個 同　　　　　　上 同　　　上

１－１１ 調 理 パ ン 個 　　当日製造で、賞味期限が８時間以上あるもの

１－１２ わ ん た ん 麺 ｋｇ 　　２ｃｍ幅にカットしたもの

冷 凍 麺 （１） こしが強くのびにくいもの

（ 冷 凍 う ど ん ） （２） 内容量については、その都度示す。

（ 冷 凍 そ ば ）

（ 冷 凍 中 華 麺 ）

（冷凍ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ）

干 麺 （１） 小折れのないもの

（ う ど ん ） （２） ソーメンについては、揖保の糸同等品

（ そ ば ）

（ 冷 麦 ）

（ ソ ー メ ン ）

ス パ ゲ ッ テ ィ 　　スパゲティについては、デュラムセモリナ

（ マ カ ロ ニ ） 　１００％

（１） 冷凍・生については、その都度示す。

（２） 内容量については、その都度示す。

餃 子 の 皮

（シュウマイの皮）

（１） 粒ぞろい

（２） 味付きの場合は、その都度示す。

（１） ５ｋｇ入り

（２） 品種については、その都度示す。

（３） 尾西食品同等品

そ の 他 の 穀 類

１－１９ 餅
ｋｇ

又は個

-  ２  -

　　内容量については、その都度示す。

ｋｇ
又は個

１－１４

個ア ル フ ァ ー 米１－２０

　　品種、内容量については、その都度示す。

同　　　　　　上

１－１６
袋

又は個

１－１８ ｋｇ天 か す

１－　９ 食 パ ン 個

１－１７

１－１５

袋
又は個

１－１３

ｋｇ
又は個

個

ｋｇ

春 巻 き の 皮

ポリ袋包装で製造年
月日又は賞味期限を

表示すること

１－２１



共通事項

（３）　外観に異常を認めず他獣肉の混入のないもの。

（４）　きめ細かく、しまりがあり色沢良好で脂肪は白色を帯びていること。

（５）　冷凍肉については解凍しても生物と同様であること。（ドリップを除く）

（６）　容器は衛生的であるもの

（７）　肉は空気に触れないように、衛生的なビニール等で覆うこと

（９）　チルド・冷凍については、その都度示す。（獣鳥肉類）

（10）　加工肉でないもの

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 国産・輸入については、その都度示す。

（１） スライスの厚さ、1枚のｇ数については、

　　 その都度示す。

（２） 脂肪２５％以下

（３） 国産・輸入については、その都度示す。

（４） 部位については、その都度示す。

（１） 肉の周囲の脂肪は取り除く。

（２） １枚のｇ数については、その都度示す。

（３） 国産・輸入については、その都度示す。

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 国産・輸入については、その都度示す。

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 国産・輸入については、その都度示す。

（３） 焼き肉用

（１） 異味異臭がなく新鮮なもの

（２） 牛、豚、鶏については、その都度示す。

（１） 脂肪1.5ｃｍ以内（脂肪を除く）

（２） 部位・重量を表示する。

（３） 国産品

牛 カ ル ビ

ｋｇ２－　４

２－　３

２－　５

ｋｇ

ｋｇ

牛 ロ ー ス
ｋｇ

又は枚

ｋｇレ バ ー２－　６

牛 バ ラ

（１）　屠場法による検査合格品。

２－　２

２　獣鳥肉類･乳卵類及び加工品

（２）　冷凍品で凍結による乾燥・変色のないもの。

２－　1 牛 も も

ｋｇ
又は枚

ｋｇ

２－　７ 豚 精 肉

牛 ヒ レ

-  ３  -



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 下ロース

（２） スライスの厚さは、その都度示す。

（３） 国産品

（１） 太く肉量に富み形状のよいもの

（２） １枚のｇ数については、その都度示す。

（３） 国産品

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 国産品

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 国産品

（１） 肉付きのもの

（２） ５～７ｃｍに切ったもの

（３） 白骨を除く

２ー１３ 豚 骨 ｋｇ 　　背骨を２つ切りとする。

（１） カットの幅については、その都度示す。

（２） 国産品

（１） 肉の厚み２ｃｍ以上

（２） カットしたもの

（１） 脂の少ない赤身の部分を使用。

（２） 合挽肉は、牛：豚＝１：１の割合

（１） 食鳥の小売規格品

（２） 部位・ｇ数については、その都度示す。

（３） 冷凍については、その都度示す。

（４） 若鶏・国産品

（１） ２－１７（２）、（３）と同様

（２） 国産品

（３） 部位については、その都度示す。

（１） 頭・足部を除く

（２） ５～７ｃｍに切ったもの

（１） 牛・豚については、その都度示す。

（２） ボイル・味付きは、その都度示す。

（３） 国産品

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 冷凍・生については、その都度示す。

（３） 真空包装

（４） 内容量については、その都度示す。

製造年月日を記入し
たもの又は賞味期限

を表示したもの

豚 ヒ レ

豚 も も

ｋｇ
又は枚

ｋｇ

ｋｇ

２ー１６

豚 バ ラ

豚 軟 骨

ｋｇ

２ー１２

ｋｇ

ｋｇ

挽 肉

-  ４  -

２ー１１

ｋｇ
又は個

牛 た た き

ｋｇ

鶏 ガ ラ

２ー　９

２－１７ 鶏 肉

地 鶏 同　　　上ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

豚 が ら

ｋｇ

２ー１４

２ー１５

ｋｇ

ホ ル モ ン

２－１８

ス ペ ア リ ブ

２－２１

２－１９

２－２０

豚 ロ ー ス２ー　８

２ー１０



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

２－２２ 牛 す ね 肉 ｋｇ 　　２ｃｍ角にカットしたもの

（１） ３枚肉を味付けし、焼いたもの

（２） スライスの厚さは、その都度示す。

（３） 真空包装

（４） ラーメン用

２－２４ 焼 豚 ｋｇ 　　真空包装

（１） 同上

（２） 肉・脂肪の厚さが同一で色調、風味良好

　　 なもの

ロ ー ス ハ ム （１） ＪＡＳ標準・２０ｇスライス

（ プ レ ス ハ ム ） （２） 真空包装

２－２７ ソフトサラミソーセージ ｋｇ 　　スライスで真空包装

ウインナーソーセージ （１） 特有の風味を有し、弾力性のあるもの

(荒挽きポークウインナー） （２） チルド及び冷凍についてはその都度示す.

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 柔らかいもの

（１） スライスの厚さは、その都度示す。

（２） 冷凍・生については、その都度示す。

（３） 真空包装

（４） 国産品

（１） １本のｇ数については、その都度示す。

（２） 真空包装

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） 冷凍

（１） 厚生労働省令規格合格品

（２） 容量・容器については、その都度示す。

２－３６ コ ー ヒ ー 乳 飲 料 個 同　　　　　　上 同　　上

果 汁 ジ ュ ー ス

（野菜ジュース）

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） 缶の場合は、４号缶

個

２－３８

ｋｇ
又は個

２－２５

牛 乳

ベ ー コ ン ｋｇ

ｋｇ

馬 刺

２－３５

ｋｇ
又は個
又は本

ｋｇ２－３０

２－３２

２－２９

ラ ム 肉

-  ５  -

加 糖 練 乳 個

２－３７ ストロー付き

ｋｇ

鴨 肉

ｋｇ２－３１

　　品種・内容量についてはその都度示す。

ストロー付き

２－３３

個

　　１個のｇ数については、その都度示す。

ｋｇ２－２６

２－２８

ｋｇ
又は個

ハ ム ス テ ー キ

フランクフルトソーセージ

チ ャ － シ ュ ー２－２３

ｋｇ
又は個

　　１個のｇ数については、その都度示す。

ロ ー ス ト チ キ ン

２－３４



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 厚生労働省令規格合格品

（２） 内容量については、その都度示す。

（３） 無糖

（１） 成分は厚生労働省令規格合格品

（２） 品種・内容量については、その都度示す。

２－４１ 乳 酸 菌 飲 料 個 同　　　　　　上

チ ー ズ （１） 厚生労働省令規格合格品

（ マ ー ガ リ ン ） （２） 森永・明治・六甲同等品

（ バ タ ー ） （３） 品種・内容量については、その都度示す。

（ 生 ク リ ー ム ）

（１） Ｍサイズ

（２） 新鮮で洗卵されたもので害卵を除く。

２－４４ 温 泉 卵 個 　　１個５０ｇ程度

（１） １個１０ｇ程度

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） 加糖

（２） 内容量については、その都度示す。

２－４７ プ リ ン 個 　　内容量については、その都度示す。 スプーン付き

（１） タレ付き

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） 品種・内容量については、その都度示す.

（２） コーヒーゼリーはミルク付き

２－５０ ス キ ム ミ ル ク 個 　　５００ｇ

個
又は箱

ｋｇ

ｋｇ
又は個

個

２－４２

２－４０ 個 スプーン付き

-  ６  -

２－４９

卵 豆 腐 個

２－４５

　　品種、内容量については、その都度示す。

鶏 卵

アイスクリーム類

スプーン付き

個

２－４３

その他の獣鳥肉類
乳卵類及び加工品

う ず ら の 卵

ゼ リ ー

ｋｇ
又は個
又は袋

２－４６

段ボールでの納品は
不可

２－５１

固 形 ヨ ー グ ル ト

個

スプーン付き

２－３９ プレーンヨーグルト

２－４８



共通事項

　　　　鮮紅色を呈し魚体に弾力性があること

　　　イ　大きさ揃い、内臓分解等、外傷がないこと

　　　ウ　特有の鮮魚臭を有し異臭がないこと

　　　エ　奇形魚を除く

（２）　調理加工類

　　　ア　身くずれをみとめない新鮮なもの　　　

　　　イ　魚ミンチは新鮮な魚肉を衛生加工したもの

　　　ウ　冷凍指定のものは十分凍結した状態であること

　　　エ　その他、（１）のウ、エに準ずる。

（３）　冷凍類　

　　　ア　ＪＡＳ規格品又は、日本冷凍食品協定の定める認定証マーク入りであること

　　　ウ　解凍後悪臭がなく鮮魚とほぼ同等品であること

　　　エ　衛生的に保管され冷凍焼けしていないもの

　　　オ　その他、（１）のウ、エに準ずる。

（４）　塩・干物

　　　ア　新鮮な鮮魚を使用したもので、適度に塩漬乾燥されたもの　

　　　イ　油焼け、カビ等、変質、変敗していないもの

　　　ウ　切身等は、大きさが一応揃っているもの

　　　エ　その他、（１）のウ、エに準ずる。

（５）　貝類

　　　ア　納入時、生きていること

　　　イ　新鮮で粒揃いのもの

　　　ウ　砂、泥等が十分除去されているもの（砂ぬき）

　　　エ　冷凍の場合、（３）のア、イに準ずる。

（６）　練り製品

　　　ア　ネト、カビがなく乾燥したもの　

　　　イ　練り製品は製造３日以内又は賞味期限等は３日以上、揚げ物については良質な食用油を使用

　　　　し十分油切りしたもの

　　　ウ　製造年月日を記入したもの又は賞味期限を記入したもの

（７）　その他、冷凍については、その都度示す。

 　　 ア　鮮度良好であること。表面は光沢を有し、鱗は密着し、眼球は突出、角膜は透明、エラは

３　魚介類

-  ７  -

（１）　鮮魚類

　　　イ　鮮度良好な鮮魚を急速冷凍法により、完全凍結した状態のもの



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

３－　２ ぶ り の 切 り 身 ｋｇ 　　１枚のｇ数は、その都度示す。

３－　３ は ま ち ｋｇ 　　１尾２．５ｋｇ以上 ３－１と同じ

（１） 本まぐろ、きはだであること

（２） 血肉を抜いた刺身用であること

（３） さくどりしたもの

３－　５ さ ば ｋｇ 　　１尾４００ｇ以上 当日朝締めしたもの

（１） １枚１２０～１３０ｇ程度

（２） 塩抜き

（１） 品種は真あじとする。

（２） １尾のｇ数については、その都度示す。

（１） 品種は真いわしとする。

（２） １尾のｇ数については、その都度示す。

（１） 品種は真かつおとする。

か つ お （２） １尾２ｋｇ以上

（かつおのたたき） （３） かつおのタタキは炭火で仕上げたもの

（４） 内容量については、その都度示す。

（１） １尾１２０～１５０ｇ

（２） 生・一汐の区別は、その都度示す。

３－１１ 甘 塩 鯛 ｋｇ 　　大きさについては、その都度示す。

３－１２ い か ｋｇ 　　品種・内容量については、その都度示す。

ゆ で た こ

（ 味 付 た こ ）

魚 丸 干 （１） 品種・大きさについては、その都度示す。

（調理済み干し魚） （２） 半生干しとする。

３－１５ 塩 さ ば
ｋｇ

又は枚
　　ｇ数については、その都度示す。

３－１６ 紅 鮭 フ ィ ー レ
ｋｇ

又は枚 　　鮮度良好なもの

（１） 等級は２等級とする

（２） 着色過度でないもの

（３） 個食についてはその都度示す。

３－１８ し ら す 干 し ｋｇ 　　乾燥良好にして雑物をふくんでいないもの

（１） １尾１ｋｇ以上

（２） 納入時生きていること

（３） あらいの場合は、あらは提供すること

（４） 切り身のｇ数についてはその都度示す。

ｋｇ

３－１０

ｋｇ
又は個

当日朝締めし
血抜きした物

ぶ り 　　１尾４ｋｇ以上

ｋｇ

３－　１

ま ぐ ろ

鯖 フ ィ ー レ

３－　９

３－　６

３－　７

３－　８

あ じ

い わ し

- 　８　  -

３－１９ 鯉

ｋｇ

　　１匹２～２．５ｋｇ程度

ｋｇ

ｋｇ
又は個

さ ん ま

ｋｇ

ｋｇ

明 太 子
（ 辛 子 明 太 子 ）

ｋｇ

ｋｇ

３－１４

３－１３

ｋｇ

３－１７

３－　４



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） 頭・骨は、だし取り用として提供する事

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） 真空パック入り。

３－２２ に じ ま す ｋｇ 　　１尾１２０～１５０ｇ程度

３－２３ や ま め ｋｇ 　　１尾８０～１５０ｇ程度

（１） 鮮魚白身を使用したもの

（２） 大きさについては、その都度示す。

（３） 着色過度でないもの

さ つ ま 揚 げ

（ 天 ぷ ら ）

（１） 大きさは中粒以上

（２） 雑物の混入していないもので殻の開いた

　　 物を除く。

（３） 納入時は水を除く。

（４） むき身につては、その都度示す。

（５） 内容量については、その都度示す。

３－２７ 竹 輪 ｋｇ 　　冷凍品を除く

（１） 塩分１０％以内のもの

（２） 冷蔵品で、異臭のしないもの

（１） 乾燥十分で異味・異臭カビのないもの

（２） 原料は「かつお」を使用したもの

（３） 粉末は含まない

（４） 内容量は、その都度示す。

（１） バラン凍結

（２） 正味量で納入すること

（３） 内容量は、その都度示す。

（１） バラン凍結

（２） 加工１年以内又は、賞味期限が１年以上

　　 あるもの

（３） 足

３－３２ 赤 魚 ｋｇ 　　フィーレ

３－３３ カ レ イ 切 身 ｋｇ 　　Ｍサイズ

（１） 「赤魚」に準じる

（２） フィーレ

３－３５ 有 頭 え び ｋｇ 　　サイズについては、その都度示す。

３－３６ 無 頭 え び ｋｇ 同　　　　　　上

３－２１

３－２５

３－２０

か ま ぼ こ
（かにかまぼこ）

メ ル ル ー サ

素 焼 き う な ぎ

３－３４

３－２８

３－３１ ズ ワ イ ガ ニ

削 り 節

ｋｇ

う な ぎ の 蒲 焼 き

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

あ さ り 貝
（ シ ジ ミ 貝 ）
（ は ま ぐ り ）

３－２４

塩 く ら げ

ｋｇ
又は袋

１ｋｇ入り

３－２６

３－２９

む き え び３－３０

　　形状及び具入りの場合は、その都度示す。

-　 ９　 -

ｋｇ

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

ｋｇ

ｋｇ



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） むき身

（２） Ｍサイズ

３－３８ 真 つ ぶ 貝 ｋｇ 　　むき身

３－３９ タ チ ウ オ 切 身 ｋｇ 　　１枚のｇ数については、その都度示す。

（１） Ｌサイズ

（２） 生丸干し

（１） 新鮮良好なもの

（２） １枚のｇ数はその都度示す。

３－４２ 本 さ わ ら 切 身 ｋｇ 　　１枚のｇ数については、その都度示す。

（１） 新鮮なもの

（２） 種類については、その都度示す。

（１） 生食用

（２） むき身

（１） 種類については、その都度示す。

（２） 鮮度良好なもの

（３） 刺身用にさくとりしたもの

３－４８ あ ゆ ｋｇ 　　大きさについては、その都度示す。

（１） 乾燥良好なもの

（２） 異物混入のないもの

３－５０

桜 え び

-　 　１０　　 -

　　品種・内容量については、その都度示す。

３－４９

ｋｇ

ｋｇ
又は個
又は袋
又は枚

そ の 他 の 魚 介 類

鮮 魚
( 刺 身 用 ）

ｋｇ
又は個

あ じ フ ィ ー レ

ｋｇ
又は個
又は本

魚 肉 ソ ー セ ー ジ

３－４６

３－４４ ｋｇか き

魚 の す り 身３－４３

３－４５

魚 の 切 身

３－３７

３－４１

３－４７

子 持 ち し し ゃ も３－４０

帆 立 貝

　　品種、ｇ数については、その都度示す。

ｋｇ

　　内容量については、その都度示す。

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ



共通事項

（１）　良質の材料を使用し、固有の風味を有すること

（２）　異物が混入していないこと

（３）　ＪＡＳ規格品又は、日本冷凍食品協会の定める認定証マーク入りであること

（４）　製造会社元詰品等適正な表示がしてあること

（５）　納入時、製造年月日より半年以内のもの又は、賞味期限が３ヶ月以上あるもの　

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） サイズについては、その都度示す。

（２） ニッスイ、味の素同等品

（１） 皮の率２５％以下

（２） １個のｇ数は、その都度示す。

４－　３ え び フ ラ イ 個 　　サイズについては、その都度示す。

（１） 畜肉５５％以上

（２） １個のｇ数は、その都度示す。

（３） ボイリングパック

フレンチフライポテト

（フライドポテト）

（１） １個のｇ数は、その都度示す。

（２） ボイリングパック

（１） 生については、その都度示す。

（２） ボイリングパック

（３） 内容量については、その都度示す。

ミ ー ト ボ ー ル （１） ボイリングパック

（ 肉 団 子 ） （２） 内容量については、その都度示す。

（１） 皮の率４５％以下

（２） １個のｇ数は、その都度示す。

（１） ５００ｇ

（２） 国産

（１） バラン凍結

（２） 配合比　　コーンカーネル　 　１

　　　　　　　　 グリーンピース　 　１

　　　　　　　　　人　　参　　 　　 １

（３） 内容量については、その都度示す。

４－　７

４－　２

里 芋

ｋｇ
又は個

４－　４

卵 ロ ー ル

ｋｇ
又は個

個

個

錦 糸 卵

４－１１

個

４－　９

ミックスベジタブル

４－　６

４－１０

餃 子

　　形状についてはその都度示す。

個

シ ュ ー マ イ

４－　１

４　冷凍食品

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

か き フ ラ イ

ハ ン バ ー グ

-  １１  -

ｋｇ４－　５

４－　８

ｋｇ
又は個



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

お ろ し 山 芋 （１） 生芋を原料としたもの

（おろし大和芋） （２） 内容量については、その都度示す。

（ 山 芋 と ろ ろ ）

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） 具入りの場合は、その都度示す。

（３） ボイリングパック

卵 焼 き （１） 品種、内容量については、その都度示す。

（ 厚 焼 き ） （２） ボイリングパック

４－１６ 餅 き ん ち ゃ く 個 　　内容量については、その都度示す。

４－１７ コ ロ ッ ケ 個 　　品種、内容量については、その都度示す。

４－１８ イ カ フ ラ イ 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） 内容量については、その都度示す。

（２） ベーコン巻き

（１） マカロニ入り

（２） アルミ皿入り

（３） 内容量については、その都度示す。

（１） だんご状のもの

（２） 白玉粉１００％使用

４－２３ メ ン チ カ ツ 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） ５００ｇ・Ｍサイズ

（２） ＩＱＦ

（１） １ｋｇ

（２） 国産

（１） ５ｃｍカットで１ｋｇ入り

（２） ＩＱＦ

（１） ５ｃｍカットで５００ｇ入り

（２） ＩＱＦ

４－２８ 菜 の 花 個 　　５００ｇ

（１） セレクト

（２） ＩＱＦ

ほ う れ ん 草

４－１２

カットほうれん草

４－１４

４－１５

４－２４

４－２５

４－２１

４－２２ 冷 凍 米 飯

４－２７

４－１３

白 玉 餅

青 梗 菜

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

-  １２  -

４－２９

グリーンアスパラ

４－２６

４－３０ カ リ フ ラ ワ ー
ｋｇ

又は個

ブ ロ ッ コ リ ー
ｋｇ

又は個

袋
又は個

４－１９ 個

薄 焼 き 卵

４－２０ 個グ ラ タ ン

ロ ー ル キ ャ ベ ツ

オ ム レ ツ

個

ｋｇ
又は個

ｋｇ

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

　　品種、内容量はその都度示す。

　　５００ｇ又は１ｋｇ

　　内容量については、その都度示す。

個



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

４－４８ 中 華 ま ん 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

ヤ ン グ い ん げ ん
ｋｇ

又は個

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

個

ｋｇ
又は個

４－３４ スイートえんどう

４－４９ その他の冷凍食品
ｋｇ

又は個
又は袋

　　１ｋｇ
ｋｇ

又は個

ｋｇ
又は個

　　５００ｇ

　　品種・内容量については、その都度示す。

４－３６

グ リ ー ン ピ ー ス

む き 枝 豆

４－３２

む き そ ら 豆４－３７

そ ら 豆

すじなしいんげん

に ん に く の 芽

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

オ ク ラ

ス イ ー ト ポ テ ト

４－４７

カ ル フ ォ ル ニ ア
ミ ッ ク ス

４－４２

イタリアンミックス

４－４４

き ぬ さ や

-  １３  -

ｋｇ
又は個

　　５００ｇ４－３１

４－３８

　　５００ｇ

　　５００ｇ

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

　　５００ｇ

中華野菜ミックス

ホ ー ル コ ー ン

茹 で 大 豆４－４３

４－４０

４－４１

ｋｇ
又は個

４－４５

４－４６

　　５００ｇ

　　５００ｇ

ｋｇ
又は個

４－３９

４－３３

４－３５

　　５０個入り・５ｃｍカット

　　１ｋｇ・国産

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

カ ッ ト コ ー ン

　　５００ｇ

　　１ｋｇ・国産

　　１ｋｇ

　　５００ｇ

　　５００ｇ・Ｌサイズ

　　１ｋｇ

　　５００ｇ



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 完全に密封され衛生的に処理されている

　 　もの

（２） 品種・内容量については、その都度示す.

６　豆類・豆製品

共通事項

（１）　豆類については、乾燥良好なもので、病虫害なく雑物混入のないもの

（２）　良好の材料を使用し、新鮮なものであること

（３）　異味・異臭のないもの

（４）　容器は、衛生的であるもの

（５）　容器には、賞味期限を記入する。

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 農産物規格規定の２等合格品以上

（２） 整粒８０％以上であること

（１） よく発酵した糸ひき納豆であること

（２） アンモニア臭のないこと

（３） 内容量についてはその都度示す。

６－　３ う の 花 ｋｇ 　　新鮮で硬く絞ったもの

油 揚 げ

（ う す 揚 げ ）

（１） パック豆腐は水の量を差し引き、正味量

豆 腐 　　 で納入する。

（ パ ッ ク 豆 腐 ） （２） １個の重さは製造業者の商量とする。

（３） 消費期限が３日以上あるもの

（１） ｇ数は、その都度示す。

（２） ポリ袋、箱はその都度示す。

６－　７ 焼 き 豆 腐 ｋｇ 　　厚さ２ｃｍ程度

　　ひじき、人参、ごま等を含み良質な油を使用

　し製造したもの

６－　９ 厚 揚 げ ｋｇ 　　厚さ２～３ｃｍ程度

ｋｇ

個

真 空 包 装 食 品

５　真空包装食品

　　良質な油で加工してあるもの６－　４

ｋｇ
又は個

賞味期限１０ヶ月以
上。ただし麺を含む
場合は４ヶ月以上と

する。

ｋｇ

６－　２
ｋｇ

又は個

-  １４  -

豆 類

６－　６

ｋｇ６－　５

６－　８

納 豆
（ パ ッ ク 納 豆 ）

６－　１

栄 養 豆 腐

が ん も ど き ｋｇ

５－　１



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 調味・着色・硬さ良好なもの

（２） 衛生的な容器であること

（３） 添加・加工はその都度示す。

６－１２ 豆 乳 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

（１） 乾燥良好で変色・変質のしていないもの

（２） 内容量についてはその都度示す。

６－１４ 味 付 油 揚 げ 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

（１） 湿気を含まず、炒り大豆を使用してある

　　 もの

（２） 内容量についてはその都度示す。

　　品種、内容量については、その都度示す。

-  １５  -

６－１５

６－１０ ｋｇ

同　　　　　　上

も ろ み

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

煮 豆

６－１７
ｋｇ

又は個

ｋｇ
又は個

真空包装

６－１６ き な こ

６－１１

６－１３

ｋｇ
又は袋
又は個

呉 汁 の 素

高 野 豆 腐

　　品種・内容量については、その都度示す。

そ の 他 の 豆 製 品



共通事項

（１）　新鮮なもので、特有の香り・ハリを有しているもの

（２）　本来の硬さを越えない程度で、病虫害・枯れ葉・泥土等不純物を含まず、よく選別されたもの

（３）　品質良好で、ヒビ割れ・トウ立ち・ス入り・くされ・花咲き・割れ・凍害等ないこと　　

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） １個２００ｇ程度で日焼障害のない、品

　　 質・形状良好なもの

（２） 品種は指定がある場合は、その都度示す。

（１） １個１５０～２５０ｇ程度で日焼、障害の

　　 ない品質・形状良好なもの

（２） 品種は指定がある場合は、その都度示す。

（１） １個１００～１５０ｇ程度のもの

（２） 青いも、親いもは除く

（３） むき里芋についても、（１）のものを使用

　　 すること

（１） 作り長いもでＬ又は２Ｌ

（２） 折れのないもの

（３） 品種は指定がある場合は、その都度示す

（１） 原料は馬鈴薯を使用してあるもの

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） 原料は緑豆１００％

（２） 使用時透明感のあるもの

（３） ２８ｃｍ以上のもの

（１） くずの混入を除く。

こ ん に ゃ く （２） 刺身こんにゃくについては青のり入り

（糸こんにゃく） （３） 正味量

（切りこんにゃく） （４） 国産、国内加工品については、その都度

　　 示す。

（１） 頭部直径２ｃｍ程度

（２） 長さをそろえる。

（３） 葉部は、２ｃｍ残し、切断したもの

賞味期限が６ヶ月
以上あるもの

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

７－　８

７－　４

７－　３

澱 粉

春 雨

長 芋
（ や ま と い も ）

７－　５

国産

-  １６  -

７－　７

里 芋

馬 鈴 薯

ｋｇ

さ つ ま 芋

ご ぼ う ｋｇ

７－　１

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ７－　６

７－　２

７　いも・野菜類・種実類



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 肌あれなく水洗いしたもの

（２） 品質・形状良好で曲がりのないもの

（３） 葉部は、１０ｃｍ程度残し葉先を揃える.

（４） １０月～５月は１．５～２．０ｋｇ程度

（５） ６月～９月は１．０～１．５ｋｇ程度

玉 葱 （１） １玉２００ｇ以上

（ レ ッ ド 玉 葱 ） （２） 結球乾燥良好で発芽していないもの

（１） 発芽していないもの

（２） １玉４０ｇ以上

（１） １節２００ｇ以上で２節以上のもの

（２） 肉質の柔らかいもの

（１） １塊５０ｇ以上で２塊以上

（２） 茎は１ｃｍ以内

か ぶ （１） 葉、茎及び毛根は除く。

（ 赤 か ぶ ） （２） 結根部の直径が７～１０ｃｍであること

削 り ご ぼ う （１） よくあく抜きしたもの

（ささがきごぼう） （２） 薬品による漂白を除く。

（千切りごぼう） （３） 正味量

（１） １本１２０ｇ以上、２５０ｇ以内

（２） 肌あれなく肉質のやわらかいもの

（３） ひげ根・葉・茎は除く。

（４） 極端な尻細は不可。形は太めで全体に丸

　　 みがあるもの。

え ん ど う （１） つるは短く切り、霜さやは除く。

（さやえんどう） （２） さやの長さは４ｃｍ以上

（オランダえんどう）

（スナップえんどう）

７－１８ 実 え ん ど う ｋｇ 　　過熟したものは除く

（１） 過熟したものは除く

（２） １さや１２ｃｍ程度

（１） 水切りをよくしたもの

も や し （２） はりを有するもの

（ 大 豆 も や し ） （３） むれのないもの

（４） 緑豆は５ｃｍ、大豆は１５ｃｍ程度

（１） えびす

（２） １個、１．５～２．０ｋｇ

７－　１２

さ や い ん げ ん

大 根

国産

ｋｇ

南 瓜

生 姜

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

国産

ｋｇ

７－　９

に ん に く

７－　１３

-  １７　 -

れ ん こ ん

７－１５

７－　１４

７－　１１

７－　１０

７－１９

７－１７

７－２０

７－２１

ｋｇ

７－１６ ｋｇ人参



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 根切り、外葉を除いた清浄なもの

キ ャ ベ ツ （２） 結球良好なもの

（レッドキャベツ） （３） 品種は指定がある場合は、その都度示す.

（４） キャベツ内に花芽のないもの。

（１） 過熟、傷物は除く。

（２） 曲がりのないもの

（３） １本１００～１２０ｇ程度

（１） 葉、茎がやわらかく長くのびすぎていな

　　 いもの

（２） 根切きり、水洗い、水切りしたもの

７－２５ せ り ｋｇ 　　根切り、水洗いしたもの

（１） 孟宗竹

（２） 下部の硬いところを除く。

（１） 結球良好なもの

（２） 外葉は除去する。

（３） Ｍ級４００ｇ以上

（１） 結球良好なもの

（２） 外葉は除去する。

（１） 奇形・乱形・空洞のないもの

（２） 未熟、過熟を除く。

（３） Ｌ級（２００ｇ程度）、優以上で粒揃い

　　 であること

（１） 光沢があり、皮がやわらかいもの

（２） １本１００ｇ以上で極端な曲がりのない

　　 もの

（３） 粒揃いであること

（１） 結球良好なもの

（２） 外葉を除去し、玉を揃える。

（３） １株１ｋｇ以上

（１） 新鮮で枯葉がなく、独自のちぢれを有す

　　 るもの

（２） 茎の長さは、１０ｃｍ以内とする。

（１） 花のしまりの良好なもの

（２） 外葉は５枚程度残しその高さは花つぼみ

　　 の高さより２ｃｍ前後とする。

（１） Ｍ級以上もの

（２） 花の開いていないもの

７－２２

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ白 菜

胡 瓜

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

な す

ｋｇブ ロ ッ コ リ ー わき芽・茎は除く

ｋｇ

７－２３

ｋｇ

パ セ リ

レ タ ス

竹 の 子

春 菊

７－２９

７－３３

７－３０

７－３４

７－２４

７－２７

カ リ フ ラ ワ ー

７－３２

サ ニ ー レ タ ス

ｋｇ

７－３１

７－２６

７－２８

-  １８  -

ｋｇ

ト マ ト



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 過熟したものを除く。

（２） 皮のやわらかいもの

（３） 果梗は短く切る。

（４） ５０ｇ程度のもの

（１） 枯れ葉を除き、根切り水洗いし「とう」

　　 のたっていないもの

（２） 葉・茎２０ｃｍ程度

（１） やわらかいもの

（２） 特有の香気のあるもの

（１） 根切り

（２） 水切りしたもの

７－３９ 青 し そ ｋｇ 　　大きさの揃った、葉のみとする。

（１） ５ｃｍ程度とする。

（２） 特有の香気のあるもの

（１） 水洗い、向きをよくし、太さを揃える。

（２） 「とう」のたっていないもの

（１） 向きをよくし、太さを揃える。

（２） 白部は３０ｃｍ程度とし青葉部は白部の

　　 １／３程度

（１） 水洗いし、太さ、長さを揃える。

（２） 太さ５ｍｍ程度

（３） 品種については、その都度示す。

７－４４ に ら ｋｇ 　　枯葉を除き水洗い、根切りしたもの

い り ご ま

（ す り ご ま ）

７－４６ 栗 ｋｇ 　　粒揃い（Ｍサイズ）

（１） 色沢、形状良好で肉厚で水分は少なく、

　　 ７分開きのもの

（２） かさの直径４～６ｃｍ程度

え の き 茸

（ し め じ 茸 ）

（１） 大豆の未成熟品とし枝付きで余分な葉を

　　 除く。

（２） １さや２粒以上のもの

　　鮮度の良いもの７－４８

-  １９  -

７－４７

青 菜

ｋｇ

生 し い た け

　　雑物混入していないもの

　賞味期限５ヶ月以
上あるもの

白 ね ぎ
（ 根 深 ね ぎ ）

　容器はビニール袋
又は缶入りで乾燥の
きくもの

７－４３

７－４９ ｋｇ枝 豆

み ょ う が

ｋｇ

ｋｇ

ｋｇ

小 ね ぎ
（ わ け ぎ ）

ｋｇ

ｋｇ

国産

７－４１

ｋｇ

７－３７

ｋｇ

ほ う れ ん 草

ピ ー マ ン
（ 赤 ピ ー マ ン ）
（ 黄 ピ ー マ ン ）

７－３５

青 ね ぎ

７－３８

７－３６

７－４０

み つ 葉

ｋｇ

７－４２

ｋｇ

７－４５ ｋｇ



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 外葉を除く

（２） 草丈５０ｃｍ程度、香りのよいもの

紅 た で

（ 紅 白 紅 た で ）

（１） 過熟したものを除き、皮の柔らかいもの

（２） 果梗は短く切る。

（１） よく洗い、毛根は除く。

（２） 球根部の直径が１．５ｃｍ以上あること

７－５４ お く ら ｋｇ 　　外皮は硬化前未熟なもの

７－５５ 貝 割 れ 大 根 ｋｇ 　　１パック１００ｇで変色してないもの

７－５６ 竹 の 子 水 煮 ｋｇ 　　完全に密封され衛生的に処理されているもの

（１） 完全に密封され衛生的に処理されている

　　 もの

（２） 形態については、その都度示す。

（１） Ｍサイズで茎の柔らかいもの

（２） 品質・形状･色沢良好で穂先が開いていな

　　 いもの

７－５９ チ ン ゲ ン 菜 ｋｇ 　　２００ｇ～３００ｇ程度

７－６０ タ ー 菜 ｋｇ 　　新鮮なもの

７－６１ サ ラ ダ 菜 ｋｇ 　　傷みのないもの

ミ ニ ト マ ト

（ プ チ ト マ ト ）

７－６３ サ リ ナ ス ｋｇ 　　水切りしたもの

７－６４ 豆 苗 ｋｇ 　　変色していないもの

７－６５ ま い た け ｋｇ 　　雪国同等品

７－６６ レ イ シ ー ｋｇ 　　黄色化していないもの

７－６７ 小 松 菜 ｋｇ 　　丈は２０ｃｍ以内

７－６８ アルファルファもやし ｋｇ 　　水洗いしてあるもの

７－６９ ク レ ソ ン ｋｇ 　　丈は１５ｃｍ以内とし、茎は５ｃｍ以内

７－７０ エ リ ン ギ ｋｇ 　　肉厚で、白色を有しているもの

７－７１ グリーンリーフレタス ｋｇ 　　傷みのないもの

７－７２ マ ッ シ ュ ル ー ム ｋｇ 　　白色を有し、傷みのないもの

（１） 乾燥良好で異物の混入のないもの。

（２） 品種・内容量については、その都度示す.

グリーンアスパラ

ｋｇれ ん こ ん 水 煮

ｋｇ

そ の 他 の 野 菜 類

ラ デ ィ ッ シ ュ ｋｇ

セ ロ リ７－５０ ｋｇ

個７－５１ 　　５０本入り

７－５２

そ の 他 の 種 実 類
ｋｇ

又は袋

７－７３

７－５８

　　Ｍサイズ、Ａ級ｋｇ

７－５３

８　果物類　

ｋｇ

７－７４

７－６２

kg
又は個

　　品種・内容量については、その都度示す。

し し と う

-  ２０  -

７－５７



共通事項

（１）　新鮮にして、粒揃いの成熟したもので、未熟又は過熟のないこと

（２）　病虫害、傷物、黒いしみ、皮割れ等を除き、良く選別されたもの

（３）　品質区分は優以上

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） １個のｇ数については、その都度示す。

（２） 品種については、その都度示す。

８－　２ な し ｋｇ 同　　　　　　上 同　　上

８－　３ 柑 橘 類 ｋｇ 同　　　　　　上 同　　上

８－　４ 柿 ｋｇ 同　　　　　　上 同　　上

（１） 品質優秀な空洞のないもの

（２） １個５～８ｋｇ程度のもの

（１） Ｌサイズ

（２） 容器については、塩ビで３００ｇ入りと

　　 する。

（１） Ｍ級以上

（２） 品種については、その都度示す。

８－　８ バ ナ ナ ｋｇ 　　１本１５０～２００ｇ程度のもの

（１） Ｍ級以上

（２） 品種については、その都度示す。

（１） Ｍ級以上

（２） 品種については、その都度示す。

ゆ ず

（ か ぼ す ）

８－１２ び わ ｋｇ 　　Ｍ級以上

（１） 乾燥状態適度で表面に白粉をふき、風

　　 味・甘味とも良好なもの

（２） １個３０～５０ｇ程度

（３） 衛生的包装をされているもの

８－１４ キ ウ イ フ ル ー ツ ｋｇ 　　Ｍ級以上

（１） 風味良好な新鮮品

（２） １個１００～１５０ｇ程度

８－１６ ラ イ チ ｋｇ 　　冷凍については、その都度示す。

８－１７ レ ッ ド チ ェ リ ー ｋｇ 　　Ｍ玉以上で、新鮮なもの

８－１５

ｋｇ

レ モ ン

生産組合商標示の
あるもの

８－　６ ｋｇ

ｋｇ

品質・玉数商標標示
のあるもの

ｋｇ

ｋｇ 　　皮が厚く香りが高いもの

ｋｇ

ｋｇ

８－　５

ｋｇ

８－　９

ぶ ど う

メ ロ ン８－　７

８－１１

桃

干 し 柿 ｋｇ

-  ２１  -

り ん ご８－　１

８－１０

８－１３

西 瓜

い ち ご



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

８－１８ パ イ ナ ッ プ ル ｋｇ 　　１玉２ｋｇ程度

８－１９ レ ー ズ ン ｋｇ 　　乾燥良好なもの

８－２０ ストロベリースライス ｋｇ 　　スノーマン

共通事項

（１）　品質良好にし、特有の香味を有するもの

（２）　異味異臭がなく、雑物混入のないもの

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 表面に異物の付着していないもの

（２） 品種は、その都度示す。

（１） 類似加工品を除く

（２） 品種は、その都度示す。

９－　４ 味付けのり 個 　　１２切れ５枚入り

の り （１） 破れ、穴あきのないもの

（ 手 巻 き の り ） （２） 内容量については、その都度示す。

（１） 鮮やかな緑色を呈しているもの

（２） 内容量については、その都度示す。

　　黒褐色で光沢を有し、粉末状のものの混入が

　ないもの

９－１０ 寒 天 ｋｇ 　　色・品種は、その都度示す。

９－１１ レ ー ズ ン ｋｇ 　　乾燥良好なもの

（１） 鮮度良好、変質変色を除く

（２） 大きさが揃っていること

５００ｇ入り
又は１ｋｇ入り

　　品種・内容量については、その都度示す。
ｋｇ

又は個
そ の 他 の 果 物

袋
又は個

袋
又はｋ

ｇ
青 の り 粉

と ろ ろ 昆 布
袋

又は個

防湿包装

　　内容量は、その都度示す。

８－２１

ｋｇ 　　乾燥よく、くずの混入のないもの
容器は５００ｇ
又は１kg入り

袋
又はｋ

ｇ

ｋｇ

ｋｇ

し い た け

　　内容量は、その都度示す。

-  ２２  -

ひ じ き

　　内容量は、その都度示す。

袋
又はｋ

ｇ

９－　９

９－　７

も み の り

き く ら げ

９－　２

ｋｇ

９－１２

９－　１

９－　５

ｋｇ

若 布９－　３

こ ん ぶ

９－１３

９－　６

き り の り

９－　８

９　海藻・乾物・佃煮類　



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 新鮮な材料を使用したもの

（２） 味付けなし

炊 き 込 み 若 布 （１） 新鮮な材料を使用したもの

（炊き込みゆかり） （２） 品種は、その都度示す。

９－１６ 佃 煮 ｋｇ 　　品種は、その都度示す。

た い で ん ぶ

（ す し の 花 ）

赤 と さ か

（ 青 と さ か ）

赤 の り

（ 青 の り ）

（１） 貝等の異物のないもの

（２） 納入時つけ水を除く。

（３） 味付きについては、その都度示す。

（４） 内容量については。その都度示す。

９－２２ 千 切 り 大 根 ｋｇ 　　乾燥良好にして、むれのないもの

９－２３ 支 那 竹 ｋｇ 　　品種はその都度示す。

（１） １００ｇ入り

（２） リケン同等品

ｋｇ

ｋｇ
又は個
又は袋

そ の 他 の 海 藻
及 び 乾 物 類

９－１４

９－１８

９－２４

　　品種・内容量については、その都度示す。

山 菜 類 水 煮

９－２１
ｋｇ

又は個

海 草 サ ラ ダ

-  ２３  -

ｋｇ
又は個

　　淡紅色で色素の極度に強いものを除く。

　　塩分１０％以内のものｋｇ

も ず く

９－１９

同　　　　　　上ｋｇ９－２０

　　つかりよく変色なく、新鮮なもの

ｋｇ

ｋｇ

９－１７ い か の 塩 辛
ｋｇ

又は個

９－２５

９－１５



共通事項

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

　　病虫害、「ス」の入らない大根で、塩分・色

　が良好で食品衛生法による。

　　色は赤褐色、内部まで良く味噌が浸透したも

　ので香味良好なもの

（１） 新鮮で漬かりのよいもの

（２） 白菜､人参､大蒜､昆布､唐辛子､その他

（１） 病虫害・傷のない新鮮なもの

（２） 色は、白又は黄色をおびている程度

朝 鮮 漬 （１） 新鮮で漬かりのよいもの

（ キ ム チ 漬 ） （２） 品種は、その都度示す。

（１） 大根、蓮根、しそ、なす等混入したもの

（２） 固形８０％、水分２０％

（３） 減塩・無着色については、その都度示す.

（４） 内容量については、その都度示す。

（１） 梅の粒は中粒（２０ｍｍ程度）

（２） 香味、塩味良好、異味異臭、変色着色、

　　 変質のないもの

（３） 賞味期限６ヶ月以上のもの

（４） 容器入りのもの

（５） 内容量については、その都度示す。

１０－　８ 辛 子 漬 ｋｇ 　　大根、なす等を使用したもの

ｋｇ１０－　１

１０－　５

１０－　６

（４）　腐敗・変質したもの、肉質の劣るもの等が混入していないこと

（３）　「漬かり」がよく固有の香味を有し、かつ苦み等の異味異臭のないこと

１０　漬物類

ｋｇ

梅 干 漬

ｋｇ

　　　光沢のないもの、濃淡に過ぎるもの等、色沢不良のものの混入がないもの

（６）　容器は衛生的なもの

（８）　冷凍品は除く。

１０－　２

ｋｇ１０－　３

福 神 漬
ｋｇ

又は個

１０－　４

白 菜 朝 鮮 漬

１０－　７
ｋｇ

又は個

-  ２４  -

味 噌 漬

楽 京 漬

（５）　異物、雑物を含まないもの

（７）　漬けかす、漬汁は納入時除く。

（１）　食品衛生法による許可色素を使用し、品質良好なもの

沢 あ ん 漬

ｋｇ

（２）　固有の色沢を有すること。着色したものには着色及び浸透が整一かつ適当であって、異なった色、

真空包装したもの



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 酒かすが内部までよくつかり、歯切れが

　　 よく風味良好なもの

（２） 本漬

（１） ぬか一夜漬

（２） 漬かりよく、風味良好なもの

（１） 高菜は根部を除き、病虫害のないものを

　　 使用

（２） 塩味、色沢良好で漬かりよく風味良好な

　　 もの

１０－１２ 新 高 菜 漬 ｋｇ 同　　　　　　上

（１） 大根、こうじ漬

（２） 歯切れのよいもの

（１） きざみ物

（２） 固形分８０％、水分２０％

（３） 内容量については、その都度示す。

１０－１５ し ょ う が 漬 ｋｇ 　　風味がよく、歯切れのよいもの

（１） 胡瓜、なす、しょうが、みょうが等使用

（２） 漬かりよく、歯切れのよいもの

（１） 丸干し大根、ごま、昆布等使用

（２） 漬かりよく、香味良好なもの

１０－１８ 白 菜 漬 ｋｇ 　　新鮮で漬かりのよいもの

１０－１９ 野 沢 菜 漬 ｋｇ 　　漬かりよく、色沢良好なもの

１０－２０ 割 り 干 し 漬 ｋｇ 同　　　　　　上

１０－２１ あ さ 漬 ｋｇ 　　一夜漬風味良好なもの

１０－２２ わ さ び 漬 ｋｇ 　　新鮮で漬かりのよいもの

１０－２３ 広 島 菜 漬 ｋｇ 　　塩味、色沢良好で漬かりよく風味良好なもの 真空包装

１０－２４ な め 茸 漬 け ｋｇ 　　えのき茸を味付けしたもの

１０－２５ が り 生 姜 ｋｇ 　　寿司用、生姜の酢漬け

奈 良 漬

ｋｇ

ｋｇ

１０－１３

１０－１１

１０－１４

高 菜 漬

ｋｇ
又は個

１０－　９

１０－１０ ぬ か 漬 ｋｇ

山 川 漬

べ っ た ら 漬 ｋｇ

し ば 漬１０－１６

１０－１７ は り は り 漬 ｋｇ

ｋｇ
又は個

１０－２６ そ の 他 の 漬 物

-  ２５  -

ｋｇ
又は個

　　品種・内容量については、その都度示す。



共通事項

（２）　外観及び形状は変形、錆、膨張密封不良、その他異常を認めないこと

（３）　製造後１８ヶ月以上のもの

（４）　人工着色したものについては､厚生労働省許可色素を使用したもの

（５）　国産品についてはその都度示す。

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 枝つきのもの

（２） ４号缶

（１） 二つ割

（２） １号缶又は５号缶

（１） 二つ割、八つ割又はダイスカット

（２） １号缶

（１） １号缶はチビット

（２） ３号缶はスライス

（１） 内容品種は寒天、みかん、りんご、赤え

　　 んどう入り

（２） 内容量についてはその都度示す。

（１） 糖度２０％

（２） １号缶

（１） 水煮

（２） ２号缶

（１） スライス

（２） １号缶又は２号缶

（１） クリーム（ホールの場合は別示）

（２） ４号缶

（１） ホワイトクリーンチップド可

（２） ４号缶

（１） ブロック水煮

（２） ４号缶、正味２００ｇ、規格はＭとする.

（１） ブロック水煮

（２） Ｔ－２号缶

-  ２６  -

な め こ 缶

１１－１２ 缶

１１－１１

鮭 缶

１１－　７

１１－　６ 缶

フルーツみつ豆缶 缶

寒 天 缶

１１－　５

う ず ら 卵 缶 缶

パ イ ン 缶

白 桃 缶

１１－　４

１１－　２

１１－　３

１１　缶詰及びレトルトパウチ類

缶１１－　１ チ ェ リ ー 缶

缶黄 桃 缶

（１）　缶マーク（品質、内容量、製造工場名、製造年月日等）の標示してあるもの

１１－　８

スイートコーン缶 缶１１－　９

缶

缶

マッシュルーム缶 缶

缶

缶ア ス パ ラ ガ ス 缶１１－１０



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） チャンク油漬け

（２） ライト

（３） Ｔ－２Ｋ号缶

１１－１４ ギ ン ナ ン 水 煮 缶 缶 　　７号缶

１１－１６ マ ス カ ッ ト 缶 缶 　　４号缶

１１－１７ 甘 夏 缶 缶 　　１号缶

１１－１８ た け の こ 缶 缶 　　１．８ｋｇ入、一級、Ｍサイズ

（１） 味の素同等品

（２） １号缶・３ｋｇ以上

１１－２２ ヤ ン グ コ ー ン 缶 缶 　　 内容量については、その都度示す。

１１－２３ み か ん 缶 缶 　　１号缶

（１）品種・内容量については、その都度示す。

（２） カゴメ・デルモンテ

１１－２５ カ ニ 缶 缶 　　固形量１３５ｇ

１１－２７ レ ト ル ト パ ウ チ 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

　　内容量については、その都度示す。

缶
又は個
又は袋

　　内容量については、その都度示す。１１－２０ デミグラソース

１１－２８

　　品種・内容量については、その都度示す。

缶
又は個

　　内容量については、その都度示す。

缶オ イ ル ツ ナ 缶 魚種はまぐろ

ミ ー ト ソ ー ス 缶 缶１１－１９

１１－１３

フルーツミックス

１１－２１

-  ２７  -

鶏 卵 水 煮１１－１５
缶

又は個
又は袋

トマトケチャップ
（トマトピューレ）

缶
又は個
又は袋

　　品種・内容量については、その都度示す。

缶
又は個
又は袋

１１－２６

ホ ワ イ ト ソ ー ス
缶

又は個
又は袋

そ の 他 の 缶 詰 類

１１－２４



共通事項

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 水分　　　５１％以下

味 噌 （２） 蛋白質　　９％以下

（ 強 化 味 噌 ） （３） 強化味噌は、Ｂ1、Ｂ2、Ｃａを強化した

　　 もの

（１） ＪＡＳ規格適合品

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） １００％醸造酢

（２）  JAS規格適合品本醸造市販品

（１） 上白糖製糖

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） ＪＡＳ規格適合品

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） ＪＡＳ規格適合品

（２） 異味・異臭、及び脂肪の遊離していない

　　 もの

（３） 味の素・キューピー同等品

（４） チューブ入り

卓 上 マ ヨ ネ ー ズ （１）～（４）については、マヨネーズと同じ

（袋入りマヨネーズ） （５） 内容量については、その都度示す。

（１） 酒税法適合品についてはその都度示す。

（２） 内容量については、その都度示す。

（１） 酒税法適合品についてはその都度示す。

（２） 味質・特有の香気を有し透明よく、甘み

　　 が強く異物の混入のないもの

砂 糖
（ 中 双 糖 ）
（ 白 砂 糖 ）

（グラニュー糖）

１２－１１ み り ん 酒

１２－　２

１２－　１

（１）　化学試験を要するものについては、落札後自社分析表、成分表を提出すること

　　ＪＡＳ規格適合品本醸造

（２）　食品衛生法適合以外の添加物を使用していないもの

濃 口 醤 油

１２　調味料

１２－　７ 刺 身 醤 油

ｋｇ
又は本
又は個
又は袋

Ｌ
又は個
又は本

ソ ー ス

１２－　３

Ｌ 同　　　　　　上

Ｌ
又は本

賞味期限が３ヶ月以
上あるもの

ｋｇ

容器は指定したもの

Ｌ
又は本

個
又は袋

１２－　９

Ｌ

賞味期限が３ヶ月以
上あるもの

マ ヨ ネ ー ズ

Ｌ

料 理 清 酒

Ｌ

１２－　６

１２－　５

１２－１０

淡 口 醤 油

ｋｇ

１２－　８

食 酢

１２－　４

-  ２８  -



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

１２－１２ 複 合 調 味 料 ｋｇ 　　いの一番、ハイミー、ミタス製品同等品

グルタミン酸ソーダー

（ 味 の 素 ）

（１） 並以上

（２） 内容量についてはその都度示す。

（１） 品種、内容量については、その都度示す。

（２） 着色品を除く

（３） 個食用のパック茶（玄米茶等）の包装は

　　 １００個入りとする。

（１） 酒税法適合品についてはその都度示す。

（２） 種類・内容量についてはその都度示す。

１２－１７ 中 華 調 味 ベ ー ス
本

又は個
　　１Ｌ入り

（１） 製造後６ヶ月以内又は、賞味期限が６ヶ

　　 月以上あるもの

（２） ハウス製品同等品

だ し の 素 （１） 内容量については、その都度示す。

（煮干し粉末だしの素） （２） 和風・中華については顆粒タイプ

（和風だしの素） （３） コンソメは、粉末タイプ

（コンソメの素） （４） 完全密封

（中華だしの素） （５） 製造後６ヶ月以内又は、賞味期限が６ヶ

（ポタージュの素） 　　 月以上あるもの

（ ブ イ ヨ ン ） 　

酢 豚 の 素

（ 八 宝 菜 の 素 ）

寿 司 の 粉

（ 合 わ せ 酢 ）

１２－２３ 胡 麻 油 ｋｇ 　　原料は胡麻１００％ １．６５ｋｇ入り

（１） 窒素充填形式方式

（２） ２００ｇ入り

（３） インスタントコーヒーの内容量について

　　 は、その都度示す。

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２） 内容量については、その都度示す。
１２－２６ カ レ ー 粉

ｋｇ
又は個

賞味期限が６ヶ月
以上あるもの

１２－２４

コ ー ヒ ー

- ２９　-

１２－２５

お で ん の 素

ｋｇ

個
又は本

シ チ ュ ー の 素
（ ス ー プ の 素 ）

国内加工

１２－１６

５００ｇ又は
１ｋｇポリ袋詰

胡 麻 塩

同　　　　　　上

　　内容量については、その都度示す。

１２－２１

　　内容量・容器については、その都度示す。

１２－２２

ｋｇ
又は個

乾燥良好なもの

ｋｇ
又は本
又は個

１２－１５

ｋｇ

本
又は個

kg
又は袋
又は個

茶

１２－１４
ｋｇ

又は個

１２－１３

食 塩

　　乾燥良好なもの

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は本
又は個
又は袋

　　品種・内容量については、その都度示す。

１２－１８

１２－２０

ｋｇ
又は個

ワ イ ン

１２－１９



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２） 品種、 内容量については、その都度示
す。

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２）  内容量については、その都度示す。

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２）  内容量については、その都度示す。

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２）  内容量については、その都度示す。

（１） ＳＢ、ハウス同等品

（２）  内容量については、その都度示す。

１２－３２ か ら 揚 げ 粉 ｋｇ 　　味についてはその都度示す。

卓 上 醤 油 （１） ＪＡＳ規格適合品

（ 濃 口 ） （２） 内容量・容器については、その都度示す.

卓 上 ソ ー ス

（ウスターソース）

（１） ＪＡＳ規格適合品

（２） 品種、内容量は、その都度示す。

１２－３６ 袋入りドレッシング 個 同　　　　　　上 同上

（１） ＪＡＳ規格適合品

（２） 本醸造醤油使用

（３） 内容量については、その都度示す。

（１） ハウス、ＳＢ同等品

カ レ ー ル ー （２） フレーク状で、固有の香味色沢を有する

（ ハ ヤ シ ル ー ） 　　 もの

（３） フォンドボー入りは、その都度示す。

（１） 品質、風味良好なもの

（２） 内容量については、その都度示す。

（３） 容器についてはポリ容器とする。

焼 き 肉 の た れ （１） ＪＡＳ規格適合品

（ステーキソース） （２） 種類・内容量については、その都度示す.

（１） 熟成十分なもの

（２） 衛生的容器であること

（３） 内容量については、その都度示す。

１２－４３ ふ り か け 個 　　品種・容器・内容量は、その都度示す。

同上

１２－３０ わ さ び 粉

洋 辛 子 粉

１２－４１

賞味期限が３ヶ月
以上あるもの

本
又は個

Ｌ
又は本
又は個

１２－２８ 洋 胡 椒

１２－３５

１２－３３

同　　　　　　上

１２－２９

１２－３１ ガ ー リ ッ ク
ｋｇ

又は個
同上

ｋｇ
又は個

賞味期限が３ヶ月
以上あるもの

柑 橘 酢
（ ポ ン 酢 ）

１２－３９

１２－３７

１２－４０

赤 だ し 味 噌

１２－３８

-  ３０  -

本
又は個

ｋｇ

１２－４２

１２－３４

ｋｇ
又は個
又は本

唐 辛 子 粉

本
又は個

本
又は個
又は袋

　　内容量については、その都度示す。

卸 し 生 に ん に く

ド レ ッ シ ン グ

ｋｇ
又は個

と ん か つ ソ ー ス

ｋｇ
又は個

ｋｇ
又は個

賞味期限が６ヶ月
以上あるもの

同上

同上

ｋｇ
又は個

賞味期限が３ヶ月
以上あるもの

１２－２７

ｋｇ



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

卓 上 柑 橘 酢 （１） １５０ｍｌ入り

（ 卓 上 ポ ン 酢 ） （２） 本醸造醤油使用

１２－４５ 黒 砂 糖 ｋｇ 　　形態は粉末とする。

混 ぜ ご 飯 の 素 （１） 三島食品同等品

（炊き込みご飯の素） （２） 品種については、その都度示す。

１２－４７ 酒 粕 ｋｇ 　　月桂冠酒粕同等品

（１） ＳＢ、ハウス

（２） 品種・内容量については、その都度示す.

ご ま 和 の 素

（ピーナッツ和の素）

１２－５０ ジ ャ ム 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

（１） ペットボトル入り

（２） 内容量についてはその都度示す。

１２－５２ 焼 き そ ば ソ ー ス 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） 品種、内容量については、その都度示す.

（２） 容器の形態については、その都度示す。

１２－５４ だ し 入 り 醤 油 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） 原料はごま１００％とする。

（２） 内容量は、その都度示す。

１２－５６ ピーナッツバター
ｋｇ

又は個
　　内容量については、その都度示す。

１２－５７ 味 付 塩 胡 椒
ｋｇ

又は個
　　内容量については、その都度示す。

（１） 乾燥良好で、油焼けのないもの

（２） 品種・大きさについては、その都度示す.

（１） バージンオイル

（２） 内容量については、その都度示す。

１２－６０ ガーリックオイル 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） かきを主原料とする。

（２） 内容量については、その都度示す。

豆 板 醤

（ 甜 麺 醤 ）

キ ム チ の 素

（キムチ鍋の素）

（１） 品種・内容量については、その都度示す.

（２） 形態については、その都度示す。

（１） 赤色を呈し、乾燥良好なもの

（２） 形態・内容量については、その都度示す.

１２－５１ サラダ油 本

煮 干 し

１２－４６

１２－５３

１２－６４

-  ３１  -

１２－６３

ｋｇ
又は個

個

　　内容量については、その都度示す。個

ラーメンスープの素

　　内容量については、その都度示す。

個

純 練 り ご ま

オイスターソース

オ リ ー ブ オ イ ル

１２－４８

個
又はｋ

ｇ

個

１２－５９

１２－６１

インスタント汁物

ｋｇ
又は袋
又は個

１２－６５

１２－５８

１２－６２

た か の 爪

１２－５５

卓 上 洋 胡 椒
（ 卓 上 唐 辛 子 ）

１２－４９

１２－４４

ｋｇ
又は個

個

ｋｇ

同　　　　　　上

ｋｇ
又は個

個

個



規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） 乾燥良好で異物の混入のないもの

（２） 内容量については、その都度示す。

１２－６７ ラ ー 油 個 　　３１ｍｌ

１２－６８ しゃぶしゃぶのタレ 個 　　内容量については、その都度示す。

（１） １２－８と同じ

（２） 内容量については、その都度示す。

１２－７０ 南 蛮 の タ レ 本 　　内容量については、その都度示す。

１２－７１ 一 食 用 お 茶 漬 け 個 　　品種・内容量については、その都度示す。

１２－７２ 麻 婆 豆 腐 の 素 個 　　内容量については、その都度示す。

規格番号 品 名 単　位 規　　　　　　格 備　　　考

（１） ３ヶ月以上賞味期限のあるもの

増 加 食 （２） 衛生的容器であるもの

（ 夜 食 ） （３） 品種・内容量については、その都度示す.

（備蓄用増加食） （４） 備蓄用増加食については品種・内容量・

　　 賞味期限については、その都度示す。

（１） 新鮮な材料を原料とし、納入後８時間以 見本提出

　　 上の品質保証ができること。

（２） 内容品・容器包装等については、その都

　　 度示す。

タ ル タ ル ソ ー ス１２－６９

１３－３

個

見本提出個

製造過程において
食品作業状態等を
チェックする。

そ の 他 の 調 味 料

ｋｇ
又は本
又は個
又は袋

１３－　１

個
又は袋

　　品種・内容量については、その都度示す。菓 子 類

１３－２ 弁 当

-  ３２  -

１２－６６ スライスにんにく

ｋｇ
又は本

ｋｇ
又は袋
又は個

１３－４

１３　増加食及び弁当及び菓子類

１２－７３ 　　品種・内容量については、その都度示す。

製 菓 用 食 品
本

又は個
又は袋

　　品種・内容量については、その都度示す。


